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1 ．平成13年6月の司法制度改革審議会意見書において

は、

①平成22年ころには合格者数の年間3000人達成を目指
すべきこと

②法科大学院修了者のうち、相当程度（例えI鋤7～e
宣室i食撞できるよう、ま実した教育を行うべき

（

こと

③法科大学院の設置は、基準を満たしたものを認可する

ととし、広く参入を認める仕組みとすべきこと
｜
」

が提言されたところです。

灰貢別
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2特に3点目については、法科大学院創設時に、非常に

多くの大学が、いわば「ブーム」に乗るようにして、設
置に手を挙げ、また政府の側も規制緩和の流れの中で、

基準を満たした法科大学院については広く参入を認め、

その後競争による自然淘汰に委ねるという姿勢の結果、

過大な定員規模となりました。

この点、当時の国会における審議において、

･窓口（事前）規制をしないこと、
・法科大学院同士の切瑳琢磨の必要があること、

3

（

。そのために教育を充実する必要があること

については、答弁をしているところでありますが、結果

として、意見書が目指した

・年間3000人の司法試験の合格

・法科大学院修了者の約7～8割が合格できる充実し

た教育

目標が達成されない可能性について明示的に言といった

及したことはなく、法科大学院や法科大学院を志望する

方に明示的に伝えたことはありませんでした。

（

【挫鯛熊鮪熊門鮪諦小幡泰弘(内線)■値通)■■■(淵■■■
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（参考）平成14年11月1日衆・法務委員会

○枝野委員：よほど運良く定数の8割ぐらいが合格するような総定数にならないと どのシ

ステムはそもそも機能しないんじゃないですか。

○森山法務大臣： （中略） 法科大学院の数につきましても、国が規制して決めるのではなく

なものが淘汰されていくということになるのではないかと思います。

（参考）平成14年11月19日参・文教科学委員会

(－○仲道委員：法科大学院の質は今度どのように担保されるのか

○河村副大臣： （中略）法科大学院を作るときに、…これについては設置基準がございま

して、…少なくとも必要最小限の質の担保ということをまずうたっておりま…す。

今度、設置した後の問題でございますが、まずは評価、第三者評価を受けますので、こ

れで基準から見て問題があるとなればこれは質の向上を求めていくと、当然それが促され

るわけです。 （中略） 今、仲道委員指摘されたように、法科大学院は出たが全然司法試験

に受からぬじやないかと こういう問題が出てきた易合、これはやっぱ りそうなります

と、もちろん評価するときにその水準、合格率が高いから低いからと なことが土いう よう

ございませんがたるあれじ より教育の中身が問われているわけです。しかし、やっぱ

（

こう思います。同時にろうと もちろん社会的評価も受けますから それはだんだん学

ので、当然そこの大学院はそ

のことでもっと努力をされることになるであろうという考え方もございます。

○鈴木委員： （中略）マックス三千人の大宗が、ほとんどロースクールから来た人だと、合

格率が六割だ、あるいは七割だとしたときに、これを割り戻してみますと、結局、 ロース

クールの定員というのはせいぜい、たかだか見積もって四千人とか五千人とかと、こうい

うことになるんだろうというふうに思われます。 （中略）大体世の中にできるロースクー

ルというのは二十か三十と、こういうことに単純な割り算でなっていくわけであります。

しかし、一方、 ロースクールを希望している大学というのは、これは希望ではありますけ

れども、百ぐらいあるということになってしまう。
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この方程式をどういうふうに解いていくんだろうかということは、 これは我々文教科学

委員会も含めて、あるいは新しい司法制度、そして新しい法曹養成制度、それをしかも大

学が主として担うんだという正に今スタートラインに立っているわけでございますけれど

も、この点についてはこれから、総入学定員枠を四千から五千という枠組み、その中で個

別の大学の設置認可というものをしていかなければいけない。これ、どういうふうな基本

方針、基本的な考え方で臨んでいかれようとしておられるのか、御答弁いただきたいと思

います。

○工藤局長：まず初めに、司法制度改革審議会の方からの御提言で一応三千人の法曹養成を

目標にしているわけでございますが、審議会の最終意見にもございますように、これがア

ッパーリミットではない、三千人達成時の状況がどうなるか、まだ先の話ではございます

けれども、 これで打ち止めということではないという趣旨のことが言われてございます。

（中略）そういう中で、私どもの姿勢でございますけれども、これまでもそうでございま

（

大学院の設置につきましては、一定の要件 法科大学院基したように法 など、その基

に合致すれば認可するといいますか、設置を認めていく方向でございまして、私どもと

して窓口規制をすることは全く考えてございません。実際には、 それぞれの法科大学院が

蹉琢磨しながら、最終的には司法試験を受けていただいて より質の高い法曹養成のた

めにそれぞれが切蹉琢磨しながら法曹養成に努めて そういう制度設計を予定しいただく、

ているところでございます。

（

4



厨天臣
令和元年6月1S日（火）参・文教科学委員会

松沢成文氏（維希）
－

問2高い学費を2年以上払い続けて学習しても法曹に

なれる可能性が低いことが法科大学院離れが急速に進

んだ主な理由と考えるが、大臣の見解如何。

(答）

1 ．法科大学院志望者の激減を招いた原因としては、

① （御指摘のとおり、 ）法科大学院修了者の司法試験合
＜”

格率が、当初の制度設計ではう～8割とされたもの
■■■■■■■■■■■■

の、現実には2～s割と低迷したこと

②さらに、法曹資格取得までに時間的・経済的負担がか

かることが、法曹を志望する上での大きな不安や迷い
－

の一つとされていること
I■■■■■■■■■■■■■■■■■■

などが挙げられると認識しています。

【担当調高轍韻軒徹舗長小幡燕ﾑ(内繍■値勧■■■■■■(淵’ ’
C

興錘胃
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厨天国
令和元年6月1S日（火）参・文教科学委員会

松沢成文氏（維希）

問3今回の改正は、現状の2300人前後の定員規

模を上回らないように規制するだけで合格率を上げ

ることには一切触れていない。より積極的に合格者

を増やすか、あるいは定員をさらに減らすかして合

格率を上げることも有効な改善策になり得ると考え

るが、大臣の見解如何。

（同旨法務副大臣）(＝

(答）

1 ．平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定では、
法曹人口の在り方について、新たな法曹を年間1,500人程

度は輩出できるよう、必要な取組を進めることとされてお

ります。

この推進会議決定に基づき、法曹の輩出規模の検証を行

っている法務省の認識では、現時点でこの推進会議決定の

内容と異なる新たな指針を設定する状況にはないと間い
ています。

（

2また､推進会議決定が掲げる司法試験合格者数年間1,500

人程度という数値目標を前提に、 法科大学院の入学者数の

総数についても現状の定員 贈上限に制度的に管理し、

法科大学院入学から司法試験合格までの壬測可能性を担
保することとしており、司法試験合格率を上げるために議

員がご提案される法科大学院の総定員の更なる減は、童乙
ていません。

阪實房~可1
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ｆ

3．文部科学省としては、

①今回の改正案において司法試験で問われる学識等を含
め、法科大学院において酒養すべき学識等を具体的に
規定しており、
■■■■■■■■■■■

②改正案が認められれば、 中央教育審議会において、敵

正法の規定を踏まえた法科大学院の教育の在り方の検
討を進める

ことなどにより、まずは、法曹を志望する者が、法科大

学院を経由して司法試験にしっかりと合格することがで

きるよう、法科大学院における教育の充実に努めてまい

ります。（

4． さらに、今回の法改正を含めた全体の改革状況につい

法科大学院への入学者数や司法試験合格率といつては、

た数値目標を設定し、継続的に把握・検証を行い、法科

大学院教育の改善・充実にしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

＆

（

【担当課長】高鞠育購門鮪課長,,､幡鯏(内繍■値通)■■■■(淵■■■
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局面府参考刀
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

松沢成文氏（維希）

問4現在までに募集停止や廃止された法科大学院38校に対

し、国庫から支出された補助金や交付金の総額如何。また、

このうち、施設費に充てられたものと、教授などの人件費に

充てられたものの額はどのくらいなのか。

(答）

1 ．国立大学に対する運営費交付金や私立大学に対する経常費補助

は、特定の教育研究組織に対する交付額を切り分けられるもので

はありませんので、法科大学院に対して支出した金額を正確に算

出することは出来ません。

(_＝

2しかしながら、予算上の積算等から推計を行うと、平成16年

度の制度成立当初から平成31年度予算分までにおいて、蟇集停
止若しくは廃止された計38校の法科大学院に対する支援額は、

概算すると約266億円 となります。

（
3．なお、これらのうち、法科大学院の施設費や教員の人件費に充

てられた額については、計算が困難となっております。

(注）人件費は運営費交付金や経常費補助が使途を特定していないため、切り分けは困

難。施設は法科大学院で一部を使うのがほとんどであるため、切り分けが困難。

(参考） 266億円の内訳（平成16～31年度分の合計）

○国立大学法人運営費交付金 ： 72． 6億円

○私立大学等経常費補助金（特別補助） ： 193． 8億円

■値通)■■■ (携帯)■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）
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更問1 募集停止や廃止された法科大学院38校に対してこれ

まで支出された約266億円は、無駄になったという理解

で良いか。

(答）

1 ．募集停止や廃止された法科大学院38校は、平成29年度末ま

でに9，633人の修了生と、修了資格による司法試験合格者2，267

人を輩出してきました。

募集停止や廃止された法科大学院の教員は、その経験・実績

自大学の法学音を活かして、< 等の別の組織や、 他の大学の法科

本堂畦豊で勤務していると聞いており、募集停止や廃止された
法科大学院に支出された金額は、

けではありません。

必ずしも無駄になっている

（注）募集停止や廃止された法科大学院の教員の勤務状況について調査は行っていない。

【担書課長】高轍弱専門鮪課長,,噛珊(内繍■値通)■■■■､ (携榊■■■■

玉lv

（
二EaJツ、－や

才髪るのではた

(答）

1 ． お示しした推計額は、国立大学法人運営費交付金については、

、法
』■■■■■

斗大学院に係る経費を推計したものであるのに対して、私立大学

等経常費補助金については塗科大学院を設置する大学に対して行

ユ』且篁造宣題であり、同一の性質のものではなく、二概に比較す
ることは困難です。

【脳課長】鰐鮪局専門鮪誌,,､幡鯏(肉細■(直通)■■■(携榊■■■
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厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

松沢成文氏（維希）

（答）

1 ．今回の改正案においても、法科大学院がプロセスとして

の法曹養成制度の中核として、将来の法曹として必要な理

(＝

としての役割を担うものであると論と実務能力を培
二4日

いうことに変わりはありません。

2また、法科大学院在学中受験資格に基づいて司法試験

を受験し、これに合格した者については、司法試験の合

格に加えて法科大学院の修了を司法修習生の採 要件
I■■■■■■■■■■■■

と

することとしているため、法科大学院を修了するまでの

3年間又は2年間の学修プロセスは確保されており、ブ

ﾛｾｽとしての法曹養成制度の理念は引き続き堅持され
ることとなっております。

（

S. さらに、法科大学院の最終年次に司法試験を受験した

選、まり実務に即し、自身の関心に沿った学修を行うこ
とが可能となることからすると、むしろ、プロセスとし

ての法曹養成制度の中核である法科大学院における教育

の充実にも資する仕組みであると認識しております。

賑】高鞘育局専門鮪課長小幡秘(内線)■値通)■■■､ (携帯)■■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長

1
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厨天国
令和元年6月18日 （火）参・文教科学委員会

松沢成文氏（維希）

悪癖
更の受験賃

畠甘昌 ■■ ・・

＝での議論末とα〕名

百忽百哉卯1可『

（

(答）

1 ．在学中受験資格の導入については、司法試験法を所管

する法務省において検討する事項でありますが、法務省

では、司法試験制度の見直しに当たり、特定の審議会で

の議論を経ることは予定しておら室(注) 、今回の見直し
に当たっては､文部科学省や最高裁判所との協議のほか、

法科大学院協会及び日本弁護士連合会との意見交換を行

いながら決定したと承知しております。

(注）現行司法試験に関し、短答式試験科目及び受験回数制限の見直しを行った平成26年

の司法試験法改正の際も、審議会の議論を経ていない。

(＝

2文部科学省としても、在学中受験資格の導入について、

法務省からの協議を受けて検討を進め、法科大学院協会

等とも直接意見交換を行ってきたところであり、その検
q■■■■■■■■■■■■■■■■

討プロセスは適切なものと認識しております。

灰實窃~引
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3．なお、今回の在学中受験資格の導入は、法科大学院に

｢もの
■■■■■■■■■■■■■■

■ロ

であり、カリキュ

ては中央教育雲 議会で専門的に議論ラムの在り方についてI

する必要がありますが、
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
する必要がありますが、 司法試験法改正案の成立後に、

国会での審議を踏まえて議論すべきものであることか

ら、中央教育審議会で事前に議題とすることは予定して

いませんでした。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4．今回の連携法改正案においては、法科大学院における

教育の充実のため、法曹となろうとしている者に共通し

て必要とされている学識及びその応用能力等を段階的・

体系的に酒養すべきことを規定しております。

（

今般の改正法案が成立すれば、 これらの法改正を踏ま

えて、法務省が立ち上げる司法試験の在り方を検討する

ための会議体とも密接に連携しつつ、在学中受験に対応

した法科大学院のカリキュラムの在り方等について、中

央教育審議会において、しっかりと検討してまいります。

【挫淵高等鮪局専門鮪課長小幡泰弘(内繍■(鯛■■■■(綿)■■■■
（

、
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厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

松沢成文氏（維希）

巴ユロノ ー四一←〃J

教育等の時間笛

基本科目の知謡

うと考えるが、

L ，シU～ジB－マー回

る余裕がなく之

詰め込す?だけα

軍の認識如何。

（ (答）

1 ．今回の改正案においては、法曹となろうとする者に必

要な学識等を酒養するための教育を段階的かつ体系的に

皇麺することを規定しており、各法科大学院において、

・迭科大学院の未修者コース1年目I主、司法試験で基
通して問われる法律基本科目に関する教育、

･未修者コース2年目や既修者コース1年目以降司法

試験受験までI主、法律基本科目の応用や喜門的な法
律の分野、実務の基礎などに関する教育
・亘塗謹壁量鐘違は、より実務に即し自身の関心に沿
った内容に関する教育

といった、学生の知識の定着度等に応じた教育が実施さ
れることが想定されています。

（

2加えて、法科大学院の在学中受験資格により司法試験

を受験し合格した学生については、司法試験の合格に加
臺住司一

二口

戸』

として尻の催

おります。

灰貢扇~引

1
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3． これらのことから、各法科大学院において、実務に関

するものも含め、必要な教育が段階的かつ体系的に行わ

基本科目の知識を詰め込むだけの場所にれることから、

なるとの御キ

上日

ものと考えております。訂は当たらない

(参考）連携法改正案（抄）

（大学の責務）

第4条大学は、法曹養成の基本理念にのっとり、法科大学院において、次に掲げる学識及び

能力並びに素養を酒養するための教育を段階的かつ体系的に実施するとともに、法科大学院

における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。

－法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識（専門的な法律知識その他の

学識をいう。以下この条において同じ。 ）

二法曹となろうとする者に共通して必要とされる前号に掲げる専門的学識の応用能力（法

的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。以下この条において同じ。 ）

三前二号に掲げるもののほか、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野

に関する専門的学識及びその応用能力

四次に掲げるものその他前三号に掲げる専門的学識及びその応用能力の基盤の上に梱養す

べき将来の法曹としての実務に必要な学識及び能力並びに素養

イ法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力

ロ法律に関する実務の基礎的素養

（

【脳課長】鯛鮪局専門鮪雛小幡瓢(内線)■値通)■■■. (淵■■■（
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厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

松沢成文氏（維希）

露
〃百|】玉F

尻創設の理竈

騨如何。

（
(答）

1 ．今回の制度改正後においても、法科大学院は、法学未

修者を含む多様な人材を法曹として養成するという基本

理念のもと、受験技術優先の詰込みではなく、実務能力

や多様な法分野を含めて、少人数によるディスカッショ

ンなどを通じて学習していく場であることに変わりはあ

りません。

2文部科学省としては、法科大学院において、各学生が、
司法試験で問われる科目に関する知識に加え、

・法的な推論、分析及び構成に基づいて衾論をする能力
や、

・法律に関する実務の基礎的素養、

（

･国際的な分野など展開・先端的な多様な分野の学識

など、それぞれのニーズに応じて幅広い分野を学習する

充実した機会が得られるよう、各法科大学院を支援して

まいります。

【魁課長】高報育鯛門鮪雛》,蝿泰弘(内線)■値通)■■■､ (携帯)■■■■

1



厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

松沢成文氏（維希）

蕊 弓侭0

巳〃

までの教育課程ではう

させるのではないか．

（
(答）

1 ．今回の在学中受験資格の導入については、

協会と意見交換しながら検討してきており、

》
一
一

員校に対しても情報提供してきたと承知しております。

もとより、在学中受験資格の導入は、法科大学院にお

ける教育に大きな影響を及ぼすものであり、カリキュラ

ムの在り方について中央教育審議会で専門的に議論する

必要がありますが、司法試験法改正案の成立後に、国会

での審議を踏まえて議論すべきものと考えております。

（
鼬の改正法案が成立すれば、ｆ〈マ 法務省が立ち上げる司2

法試験の在り方を検討するための会議体とも密接に連携

しつつ、在学中受験に対応した法科大学院のカリキュラ

ムの在り方等について、中央教育審議会法科大学院等特

別委員会において、法科大学院関係者、法曹三者等とと

もにしっかり検討してまいります。

3． さらに検討結果等について、法科大学院や法学部に対

して丁寧に周知してまいります。

当課長】高鋤育局専門鮪課長小幡秘(内糊■値通)■■■■. (淵■■【槙豐課長】高鋤育局専門鮪課長小幡秘(内糊■値通) |■■. (淵■■■



厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

松沢成文氏（維希）

H10地域の法曹教育を維持する方策について、大

臣の見解如何。

(答）

1 ．連携法曹基礎課程（法曹コース）は、必ずしも自大学

だけではなく、他大学の法科大学院との連携も可能であ

り、特に、地方の法科大学院の募集停止が相次ぐ中、法虻
科大学院が存在しない地域の大学が法科大学院と連携す

ることは、地方における法科大学院への進学機会の確保
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

の観点から、必要性が高いと認識しています。

2現に今回の制度化を見据え、法科大学院を設置してい

ない地方大学においても、法学部に法曹コースを設置す

る検討が進められてお

①法曹コースの設置に
ドラインの策定や、

り、文部科学省としては、

おける留意点などをまとめたガイ

②地方大学の学生が法曹を目指せるルートを確保するた
め、法科大学院入学者選抜に「地方專願枠」の設定を
認めること

等を検討しており、地方大学と法科大学院の法曹養成連

《，

携協定の締結を奨励してまいります。
一

S. また、金沢大学法科大学院が、千葉大学法科大学院と

オンラインで結んでプログラムの強化を図るなど、合格

率が低い地方の法科大学院が、他の法科大学院からの遠

隔教育プログラムを充実することも、教育の改善。充実
の工夫の一つであると考えます。

灰頁而~g1

1



4．文部科学省としては、今回の法改正と併せ、メリハリ

■ある予算配分等を通じて､幅広い地域で法曹人材が輩出
されるよう、創意工夫ある取組を支援することによっ

一

て、地方における法科大学院への進学機会の確保や地方

の法科大学院教育の充実に努めてまいります。

(参考1） 法科大学院地域配置の状況（平

四国地方 1校（香川）→o

日本海側3校（新潟、金沢

北海道地方2校（北海道、

東北地方2校（東北、東北

(平成17年度 →平成31年度）

枝

、島根）→1校（金沢）

北海学園）→1校（北海道）

学院）→1校（東北） など

■
口

(参考2） 「法曹コース」の制度化を見据えた大学間協定（法科大学院一他大学法学部）の例

平成30年12月21日東北大学法科大学院・新潟大学法学部※

平成31年01月24日 中央大学法科大学院。信州大学経法学部※

平成31年01月25日神戸大学法科大学院“鹿児島大学法文学部※

平成31年01月25日 中央大学法科大学院・鹿児島大学法文学部※

平成31年01月28日 神戸大学法科大学院・新潟大学法学部※

平成31年01月29日 中央大学法科大学院･迩温大学法学部※

平成31年02月01日 神戸大学法科大学院｡藍杢大学法学部※

平成31年02月01日九州大学法科大学院“藍杢大学法学部※

平成31年02月01日早稲田大学法科大学院,藍杢大学法学部※

平成31年02月01日 中央大学法科大学院･熊本大学法学部※

平成31年02月04日慶應義塾大学法科大学院・新潟大学法学部※

平成31年02月06日 早稲田大学法科大学院・新潟大学法学部※

平成31年02月28日早稲田大学法科大学院・明治学院大学法学部

平成31年03月04日早稲田大学法科大学院・信幽大学経法学部※

令和元年05月13日 中央大学法科大学院。西南学院大学法学部

』
Ｐ

ｄ
砧
「

計15 (※うち協定先が地方大学13大学）

(参考3）オンラインを活用した地方大学の教育充実の取組例

・筑波大学と甲南大学力嘩位互換制度を利用し、自大学のみでは開講できない科目をオンラ

インにより提供

｡筑波大学と金沢大学が単位互換制度を利用し、筑波大学が夜間。土日に開講する科目を金沢
q

大学にオンラインで提供（金沢大学の夜間・土日開講を実現）

■値通)■■■(携帯)■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

2



厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

松沢成文氏（維希）

ｮ古の授身
÷ロ

三制切》云科大字'1

k臣の見解如何‘

(答）

1 ．通信制の法科大学院の創設については、法科大学院が同

時かつ双方向・多方向の授業による法曹として必要となる
(＝
法的思考力等の酒養を重視していることを踏まえ、それら

に対する通信制授業の教育効果の検証やリアルタイム授

業に耐えうる通信環境の担医の観点から、早期の実現は難
しいとしても将来的な課題として受け止めています。

2－方、社会人をはじめ法科大学院入学者の多様性を確保

していくことは重要であると考えており、情報通信技術

(ICT)を駆使して遠隔地で学べる仕組みを すること

はそのための有効な手段の一コと考えています。

タブレット等による遠隔地からの授業受講や3．現在でも、（

授業の録画視聴などを可能とするICTを活用した教育を行

っている法科大学院もあるところです。

(参考）法科大学院におけるICTを活用した教育例

例1 ：社会人を対象に、夜間・土曜日に授業を開設している筑波大学の法科大学院におい

ては、タブレット等の携帯可能な機器を用いて、教室の場所において、一定程度授

業を受講する形態を認めています。

例2 ：千葉大学と金沢大学の連携において、共同開講科目や各大学が強みとする科目を、

ライブ・オンデマンド配信により提供しています。

4． この点も踏まえつつ、文部科学省としては、引き続き、

メリハリある予算配分等を通じて、 ICT活用教育も含めた

各大学の自主的な取組を してまいります。

【担当課長】熊教育局専門鮪課長小幡泰弘(内繍■値通)■■■(淵■■■■■■

1



厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

松沢成文氏（維希）

ﾂル

試験、司》

要な知調
竜L夫堂脾0

尊弐

（

(答）

1 ．実務力や実践力も含めて法曹のプロフェッショナルを育

座していく上で､法科大学院を中核とするプロセスとして
の法曹養成制度を維持していくことが重要であると考え

ております。
(＝

2法科大学院は、塗曹として必要な学識やその応用能力、
させるだけではな

少人数によるデイ

蓼

語

籾胸

。〈、 を含めて、
■■■■■■■■ ■■

スカッションなど 通じて学修していく場であり、 このよ

うな教育の実践は、法学部に設置する法曹コースにおいて

1主国難であると考えます。

灰貢扇~引

1

■

F1



3．そして、現行の法曹養成の中核機関である法科大学院を

廃止し､ヨ法試験の受験資格を撤廃して広く受験を認める
こととすると、司法試験という.｢点」による選遼によらざ
るを得ず､塗学教育・司法試験・司法修習の有機的な連携
の下で､多様な人材を法曹として養成するというプロセス

養成の趣旨が維持されなくなると考えます。

4このため、御指摘のような改革案では、有為な人材が予

測可能性の高い状況で安心して法曹を目指すことができ

なくなるおそれがあり、法科大学院を中核とするプロセス

養成を維持することを前提に､法科大学院教育の充実を図
っていくことが重要であると考えます。

（

【担当調高識育局専門鮪識小幡瓢《崎)■値過)■■■■■(携帯)■■■

（

2



｜対政府参考人｜
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

山添拓氏（共産）

問1 法曹養成制度改革推進会議決定に基づき、法学部生や法

科大学院生に対し、政府としてどのような経済的支援策を講

じてきたのか。

(答）

1．平成27年6月に法曹養成制度改革推進会議において決定され

た「法曹養成制度改革の更なる推進について」では、法科大学院

生に対する奨学金制度や授業料減免制度など、給付型支援を含め
《

た経済的支援の充実が求められました。

2． このことも踏まえつつ、 文部科学省においては、無利子奨学金
Ⅱ－ －－

等、法科大学院生を含む大学院生へのの充実や授業料減免の拡充
－ ＝ =

経済的支援の充実を図ってきたところです。

3 こうしたなか、法科大学院生については、最新の実績値である

平成29年度のデータでは、法科大学院在籍者4，755人のうち、

･全体の34.1％に当たる1,620人が､給付型奨学金や授業料減免
《”

等の給付型哩暹を受けており、
.さらに、貸与型のみの支揺を受I貸与型のみの支援を受けている685人を加えると、全
体の48.5％に当たる2,305人が､経済的支援を受けていると三

ろです。

4．また、貸与型奨学金を受けていた学生のうち、243人が日本学生
ロー ーー

支援機構の返還免除（全額又は半額）の対象となったところです。

灰貢扇~引



5． このように、法科大学院においては、他の大学院と比較しても

多くの学生が支援の対象となっておりますが、今後とも、意欲と

能力ある学生が経済的理由により修学を断念することがないよ

授業 減免や奨学金の充実に努めてまいります。
一

つ、
理：

(参考1）平成30年度入学者選抜を実施した法科大学院の授業料（年額）の平均額

国立大学80．4万円、 私立大学97．6万円

(参考2）国立大学運営費交付金の予算積算上の授業料減免対象者の割合： 12％（修士）

日本学生支援機構の無利子奨学金貸与率（平成29年度）

：修士30．5％、法科大学院32.5％
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【鵬課長,高轍韻専門縮雛小幡細(内繍■値通)■■■､ (淵■■■■

（



更問1 政府は、法曹志望者減少の理由について、時間的・経

済的負担を挙げている。それはどのような根拠に基づくもの

か。

(答）

1 ．平成30年度に、 法科大学院を設置する大学の法学部学生に対す

るアンケートにおいて、現在法曹等を志望若しくは選択肢の1つ

として考えている学生のうち、不安や迷いを感じている又は少し

感じている学生に、その理由を上位3つまで選択式で回答しても

らったところ、

(→ ○経済的な負担が大きい：26．5％

○時間的な負担が大きい：23．2％

などとなっています。

法曹資格取得までに時間的・経済的負担がかかる2． したがって、

ことが、法曹法曹を志望する上での、大きな不安や迷いの一つとされ

ていることが、法科大学院 雪の激減を招いた原因の一つであ

ると考えております。

（

■値通)■■■､ (淵■■■■

庫問話~引

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

』



pl署 刀に

ふGEd

のではた

(答）

1 ．平成30年度の法科大学院を設置する大学の法学部学生に対す

るアンケート調査の回答の全体としては、

①司法試験に合格できるか、自分の能力に自信がない：62. 1％

②自分に適性があるか分からない：44.5％

③他の進路にも魅力を感じている:40.5%

④経済的な負担が大きい：26.5％

⑤司法試験合格率が低く、司法試験に合格できるか不安：25. 1％

⑥時間的な負担が大きい：23.2％

（

などとなっており、 の解消には法科大学|尻教育の訓

時間的･経済的負担の軽減をｾｯﾄで行うことが必要と考えてお
ります。

2．前回（平成29年度）のデータにおいてもこの傾向に変更はな
(‐ 〈、 中 苧会において当該データを示し、議論していただ

いた結果、時間的・経済的負担の軽減が必要であると示されたと

ニムであり、これを踏まえて、今回の改正案を提出したもので
す。

(参考）法学部学生に対するアンケート調査の実施の流れ

・文科省と法務省で調査項目を調整した上で、

・文科省より法科大学院を設置する大学を経由して、当該大学の法学部の学生に対し

て、アンケート調査の回答を依頼し、

・学生は任意でウェブページにアクセスし回答する という形で実施している

（今回が3回目。実施方法は、前回と同じ。回答率は1割前後）

【酷課長】高鋤育局専門鮪繰長小幡瓢(内線)■値通) |■■■■､ (携帯)■■■■■■



厨頭府蓼署刀
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

山添拓氏（共産）

問2司法試験の在学中受験資格の導入に係る意思決定過程に

暇疵はないか。 （議員は、中央教育審議会で議論されていな

いことや、反対意見が多い一方で積極的な賛成意見が聞かれ

ない、との問題意識。 ）

(答）

1 ．在学中受験資格の導入については、司法試験法を所管する法務
省において検討する事項でありますが、法務省では、司法試験制

（

寺定の審議会での議論を経ることは予定し度の見直しに当たり、

『ておら堂、今回の見直しに当たっては、文部科学省や最高裁判所
との協議のほか、法科大学院協会及び日本弁護士連合会との意見

交換を行いながら決定したと承知しております。

(参考）現行司法試験に関し、短答式試験科目及び受験回数制限の見直しを行った平成26

年の司法試験法改正の際も、審議会の議論を経ていない。

2

からの協議を受けて検討を進め、 法科大学院協会等とも直接意見(￥

その検討プ交換を行ってきたところであり、

と認識しております。

ロセスは適切なもの

3．なお、今回の在学中受験資格の導入は、産科大学院における教

育に大きな影響を及ぼすもQであり、カリキュラムの在り方につ
教育審議会で専門的に議論する必 がありますが、司いては

法試験法改正案の成立後に、国会での審議を踏まえて議論すべき

ものであることから、中央教育審議会で事前に議題とすることは

予定していませんでした。



4．今回の連携法改正案においては、法科大学院における教育の充

実のため、法曹となろうとしている者に共通して必要とされてい

る学識及びその応用能力等を段階的・体系的に潤養すべきことを

規定しております。

連携法及び司法試験法の改正が実現すれば、これらの法改正を

踏まえて、法務省が立ち上げる司法試験の在り方を検討するため

の会議体とも密接に連携しつつ、在学中受験に対応した法科大学

て、しっかりと検討してまいります。

（

（

【担豐綱高轍鯛専門鮪雛小幡秘(内線)■(鯛■■|■■､ (淵■■■■



阿天画
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

山添拓氏（共産）

問s 司法試験の受験資格は、あくまで法科大学院修了

が原貝11であり、在学中受験資格は例外的な運用となる

との理解で良いか。

（議員は、日弁連が「在学中受験を例外的な位置づけと

すること」を求めていることと、在学中受験への対応

を念頭にsプラス2を標準的な運用とするとの政府の

答弁は、矛盾するとの認識。また、制度的に例外と言

いながら運用で幅広く対象とするとすれば、本来の制

度趣旨と乖離して利用者数が増大している予備試験と

同様であり、問題であるとの認識。 ）

⑫

(答）

1 ．今回の改正案においては、司法試験の受験資格について

は、あくまで現行の法科大学院修了資格を維持した上で、

それに付け加える形で、法科大学院在学中の者であって

も、所定の要件を満たした者について、受験を認めること
－二＝＝＝

としております。

したがって、在学中受験資格は、

外的なものとなっております。

1〆
法律上の位置付けは例

2また、今回の改正案は、法曹を志望する学生にとって、

法曹資格取得までの時間的。経済的負担の軽減が大きな二

ニヱになっていることに対応し、
･ Sプラス2のルートを標準的な運用とするとともに、

．在学中受験資格を学生にとってのオプションとして追加

し、希望する学生が、これを活用することを可能とする

こととしております。

灰貢扇~可

1



3．そのため、在学中受験資格については、運用として例外

的にするということではなく、学生が、自らの判断に基づ

き活用するものであると認識しております。

(参考）平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会議事録（抜粋）

＜対･城井崇委員＞

○柴山大臣まず､在学中受験を認めるということは、学生にとってのオプションをふ

やすということです。ですので､そのこと自体が、オプションをふやすということ自《』
体が学生にとって不利益になるわけではない。ただ､今おっしゃったように､ ､それが

カリキュラムに影響するというのは、それは事実であります。だからこそ、そのカリ

キュラムにどういう影響を及ぼし、ではカリキュラムをどうしたらいいかというこ

とも含めて､我々は､例えば日弁連とか法科大学院の皆様に御意見をお伺いして御理

解をいただき、今こういう形でお示しをしているとともに、今後、今おっしゃったこ

とも含めて、きちんとしたプロセスでもう一度詰めさせていただきたいというよう

に考えています。

＜対“吉川元委員＞

○吉川委員大臣が先ほど御自分の言葉で答えられたんです。多分あれは、僕は見てい

ましたけれども、紙は読んでいませんでした｡大臣の言葉として、学生にとってオプ

ションがふえるという言い方をされたんです。

それはどういう意味なのか。それは、経済的、時間的に短縮できるからという意味

で、学生にとって、こういう言い方はいいかどうかわかりませんけれども、お得にな

る、だからいいんだという意味で言ったんですか。

C

○柴山大臣先ほど、今おっしゃるとおり、紙を見ずに私は自分の言葉で申し上げたん

ですけれども、今委員から改めて御質問をいただいた中で、私が申し上げたとおり、

学生等にとって、要するに時間的、経済的負担の軽減に資する道を新たにつくるとい

うことで、ぜひ御理解をいただきたいというように思います。

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■■、 （直通)I |、 （携帯) ’ ’

|更間あり’更間あり

2



更問1 日弁連が「在学中受験を例外的な位置づけとす

ること」を求めていることと、在学中受験への対応を

念頭にsプラス2を標準的な運用とするとの政府の答

弁は、矛盾するのではないか。

1 ． 日本弁護士連合会においては、昨年10月の理事会にお

いて、司法試験の在学中受験資格について、 「司法試験法

第4条第1項第1号（法科大学院の課程を修了した者）を
一

原貝l1とし、在学中受験を例外的な位置づけとすること」を
C
求める方針が決定されたことは承知しております。

2他方で、 Sプラス2のルートを「標準的な運用として、

その負担の軽減を図っていきたい」在学中受験を含めて、

との答弁は、法曹資格取得までの時間的。経済的負担の軽

減が大きなニーズになっていることを踏まえ、

"Sプラス2のル－卜を標準的な運用とするとともに、

｡在学中受験資格を学生にとってのオプションとして追加

し、希望する学生が、これを活用することを可能とする

という趣旨です。
に

※過去の答弁において「標準的な運用」を目指すとしているのは「3プラス2」であ'り、

「在学中受験」の「標準的な運用」を目指すとの答弁はない｡

S・ このことは、在学中受験資格の法律上の位置付けを原貝リ

とすることを求めるものではなく、また、学生に在学中受

験を強制するものでもないため、日本弁護士連合会の要請

とは矛盾しないと認識しています。

3



(参考）平成31年4月24日 （水） 衆・文部科学委員会議事録（抜粋）

＜対・畑野君枝委員＞

○畑野委員 （略)結局、文部科学省は、五年一貫教育の法曹コースを、法曹養成の中心的

な流れにしようという考えなんですか。

○柴山大臣 （略）では、そこが中心的な流れなのかという御指摘なんですけれども、今

学部の早期卒業を前提とした3＋2のルートを制度化回の改正案においては、やはり

することによって、学生の費用、そして時間の負担を軽減するコースをしっかりとつく

るということが大きなニーズになっていることに対応するものでありまして、今後は、

このルートを、中心的な流れかどうかはともかく、上､わば標準的な運用として、在学中

受験を含めて、その負担の軽減を図っていきたいというように考えております。
(里

＜対・村上史好委員＞

○村上委員 （略） この法案の改正の目的がどのように達成をされていくのか、また法科

大学院がどう変わっていくのか、そしてそれが司法改革にどのような影響を与えていく

のか、その辺の見解を伺いたいと思います。

○柴山大臣 （略）これによって法科大学院教育の充実も図られますし、3＋2のプロセ

スが標準的に運用されることによって、在学中受験を行って、時間的、経済的負担も軽

減をされ、そして合格に向けての予測可能性の高い法曹養成制度が実現するということ

になるかというように思います。

これらによって一人でも多くの有為な若者が司法制度を支える法曹を目指すというこ

とにつながっていければというふうに思います。

（

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■、 （直通)■■■■■■、 （携帯)■■■■■■

廩簡房~引

4



更問2制度的に例外と言いながら運用で幅広く対象と

するとすれば、本来の制度趣旨と乖離して利用者数が

増大している予備試験と同様の問題を引き起こすこと

になるのではないか。

1 ．平成27年6月の法曹養成制度推進会議決定では、予備

試験について、

. ｢経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるな
どの理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資

（
格取得のための途を確保するためのものである」一方、

･受験者の半数近く_を、本来的な受験者として想定されて
いなかった塗科大学院生や大学生が占め､倉格者の約8
割を占めるまでに年々増加していること

について、 「
■■■一口一一 ＝

生
一 ■

予
■■■I■■

ア 二
Ｆ 鞘那巨

■■■■■■■■ ﾛ■■■■■■■■■■■■■ Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■■

かい雛している」と指摘されています。

2このように、予備試験について問題とされているのは、
本来想定されていなかった者による活用が進んでいるこ

（ 一
・一

るよにと

3．司法試験の在学中受験資格の導入の趣旨は、法曹を志望

する学生にとって、逵曹資格取得までの時間的･経済的負
担の軽減が大きなニーズになっていることに対応し､室生
のオプションを追加するものです。 希望する学生が在学ヰ

受験資格を活用することは制度創設の趣旨に反するもの

ではなく、御指摘は当たらないと認識しています。

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■■、 （直通)■■■■■■、 （携帯)■■■■■■

5

見； 」
■
■ ｦ》

一

雁局丸
犀
エ
■
閣
赦
口 受‘｡



厨天国
令和元年6月18日 （火）参・文教科学委員会

山添拓氏（共産）

蕊
（答）

1 ．平成30年3月の専門職大学院設置基準の改正では、法

ゴ目醗 駒巨

殉巨 尊圃弓侭α〕イ 」イノィレ、 IF

会の取りづ

ている。オ

番詣

制度改正の沽垰

野の教員の絶対

ものか。

(．

科大学院を含む について、それま駒巨

で認められていなかった学部

Ｊ１９
１匹．

や他 員と=＝周のI
I■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

務を一定の条件のもとで認めることとしました。
(参考1）改正概要（平成30年4月1日より施行）

専門職大学院は、同一分野の博士前期課程・修士課程の1． 5倍の専任教員を置く
こととされているが、 1． 0倍の範囲内に限り、学部や博士前期課程・修士課程との

兼務を認める（上乗せの0． 5倍分は、引き続き兼務を認めない。 ） 。

なお、博士前期課程・修士課程の教員は、従来より、教員全員が学部と兼務するこ
とが認められていた。

（

2専門職大学院については、高度専門職業人の養成に目的

を特化した大学院としての教育の質を保証する観点から、

教員組織について学部等からの独立性が求められ､専任教
員が学部や他の研究科の教員を兼務することが認められ
ていませんでした。

しかし、平成28年S月の中央教育審議会大学院部会の
ワーキンググループ取りまとめにおいて、こうした制約
が､学部との連携や自

摘がなされ、その後、

る議論を経て、改正I

学部との連携や学

改正に

際連携の妨げになってい苞などの指
碧目茅

至ったところです。

灰實誘引
1

月

ｦン



S. このように、本改正は、 法科大学院を含む専門職大学院

について、学部との連携や学際連携の促進等による教育の

充実を図るものであり、法学分野の教員不足を解消するこ

とが目的ではありません。

（参考2）平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会議事録（抜粋）

○畑野委員 （略）そもそも法科大学院は塾設立当初、学部教育とは独立した、法曹養

成に特化した教育機関だとされていたはずですが、 その理由は何ですか。

○伯井局長司法制度改革審議会意見書では､法学部教育を法曹養成に資するよう抜本

的に改善することは現実的妥当性に乏しいというふうにされまして､法曹養成に特化

した教育を行うプロフェッショナルスクールである法科大学院の創設が提言された

ところでございます。

（

その上で､法科大学院を含む専門職大学院全般について教育の質を保証する観点か

ら、教育組織について、学部や他の研究科力 ﾕら一定の独立性が求められるということ

で、特に法科大学院については、入学者選抜の公平性、開放性、多様性の確保の観点

から、学部から独立を意識されてきたものというふうに認識しているものでござい

ます。

（

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■､値通)■■■､ (携帯)■■■■■

2



厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

山添拓氏（共産）

（答）

1 ．未修者教育の対象には、法学部出身者含む様々な学部出

身者､社会人経験者など多様な者が含ま狸ており、入学時

｡ 、ロ覗

夫修君

ー、 〃凶

手次0

の5忽百散『

(，

点における

す。

法学に関する学識や専門的知識に差がありま

2こうした多様な学生に対しては、

･各大学の未修者教育の成果を共通的に把握する仕組みが

なかったこと
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

･個人の特性に応じた柔軟な学修メニューの提供やきめ細(‐

参支援が十分ではなかったこと、かな学

などが課題であったと認識しています。

3． こうした課題に対し、これまでも中央教育審議会におい

て検討を行い、
q■■■■■■■■■■■■■■■■

法科大学院が共通して客観的に進級半’

をするための「共通到達度確認試験」の など未修者教入

育の改善充実に取り組んでまいりました。

灰貢涜~訓

1



4文部科学省としては、引き続き、中央教育審議会におい
て、未修者教育の

とともに、未修者とともに、未修者

いただく毒論
＝
■■

可

・社会人の入学者割合や司法試験合格率

といった数値目標を設定し、継続的に把握・検証を行い、

未修者教育の改善・充実をしっかり進めてまいります。

$: 碧二繍雪 口（

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■、 （直通)■■■■■■、 （携帯)■■■■■■

（

〃

2



厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

山添拓氏（共産）

蕊
（答）

1 ．グローバル化の更なる進展やビジネスモデルの転換等が
行われる中で､多様なバックグラウンドを有する者が法律

手3月13日の中基

会の取りまとめでIコ

スの在り方や未修宅

胃,庄鯨 言の多数を占砿

'している今匝

ケタ団酬哩

人．ソ

日今吾

千】C
四〃唖C

(‐

に関係する分野でその知見を活かせるようなチャンスを
開くことは極めて重要です。

現に、法学部以外を卒業した者が、法科大学院を修了し

て司法試験に合格し､社会の様々な分野で活躍している例

も少なくなく、今後とも、法科大学院において、法学未修

者を含む多様な人材を法曹として養成するとい弓蓑天蓮
(＝ 念に変更は3 りません。

(参考1）法科大学院修了資格で司法試験に合格した法学部以外の出身者
平成18年～平成30年：3，935人(法科大学院修了資格による全合格者:22,179人）

2一方で、昨年3月に中央教育審議会法科大学院特別委員

会において、未修者コースに入学する法学部出身者が約フ

一

の
一
一

る

一
」

す
、
る

脾
批
駒

劃を占める状況であったことから、

を基本的方向性として取りまとめていただいています。
(参考2）未修者コース入学者に占める法学課程以外出身者の割合

阪買房~可］
1

こ
4

H16 H17 H18 ● ● (略） ● ● H29 H30 H31

49. 1％ 41.6％ 36.7％ ● ● (略） ● ● 29. 1％ 27.3％ 36.9％



3． こうした方向性を踏まえ、今回c

学者選抜の時期・方法等について、

今回の法改正においては、入
■■■■■■

る配慮義務を規定しており、法科大学院入学者の多様性の

堕堤を一層促進することを目指しております。
(参考）考えられる未修者への配慮の例

・各法科大学院の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に応じた特定

分野（理系学部等）からの入学者を選抜するための枠の設定

・法的な思考力・表現力等を適確に評価するための長時間の口述試験の実施

;えらる社会人への配慮のり

･入学者選抜の複数回実施

･就業者に配慮した入学者選抜の日時の工夫（試験の休日実施等）

･遠隔地の就業者に配慮した面接方法の工夫(Skypeによる面接の実施等）

･各法科大学院の養成したい法曹像に応じた、社会人経験の評価

(ゞ

4． また、法改正と併せた改革として、

①未修者教育、社会人教育への支援を含むメリハリある

予算配分の継続や、

②各法科大学院が共通して客観的に進級判定に活用する

菫確認試 の本王

といった取組を推進して、未修者や社会人教育の質の保

証を進めてまいります。
(~〆

今後、 中央教育･･議会法：大学院等特別委員会におい5

て、未修者教育の改善方策について具体的に議論いただ
<とともに、 雪当|省

一
一
一
一 し、継続的に把握・検訂客

行い、未修者教育の改善・充実をしっかり進めてまいり

ます。

【担豐調高等鮪關門教育課長小幡瓢(内線)■値過)■|■■､ (淵■■■

2

〔
』

こ
． ｡＝
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厨頭府蓼署刀
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

山添拓氏（共産）

問7実定法の研究者を志望する学生に対し、博士前期課程

・修士課程ではなく法科大学院に進学することを求めてい

る大学は、どの程度存在するのか。

(答）

現時点において、法学研究科の博士後期課程の学生募集要

項において、法科大学院の修了又は修了見込みのみを求めて

いる大学は、把握しておりません。
（

【担当課長】高等鮪局専門鮪雛,,噛瓢(内繍■値通)■■■､ (淵■■■■

（



厨天国
令和元年6月18日 （火）参・文教科学委員会

山添拓氏（共産）

問8法科大学院において、大学の自治が認められる

意義について、大臣の認識如何。 （議員は、大学の

自治に関して、確認的な質問をするとのこと。 ）

(答）

1 ．大学が学術の中心として深く 真理を探求すること を本質
（
とすることに鑑みへ憲法の保証する学問の自由は、特に大

学について保障されると解されております。このような学

問の自由を保障するために、教育研究に関する大学の自主

が｢本堂里亘迫」 であると承知し
ています。

(参考1）日本国憲法

〔学問の自由〕

第二十三条学問の自由は、これを保障する。

(参考2）教育基本法

（大学）

第七条大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理

を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社

会の発展に寄与するものとする。

2大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重

されなければならない。

(．

2この点は、専門職大学院である法科大学院であっても、

変わらないものと認識しております。

1

び
口
亘



(参考3）平成14年11月6日衆・法務委員会、文部科学委員会連合審査会

○牧野（聖）委員幾つかほかの分野でもこれからを想定して時代の要求にこたえたい、

こういうことですから、その気持ちはいいと私は思うんですよ。しかし、今度の専門職

大学院には、法務大臣の関与と同時に、専門職大学院の枠組みに他省庁の大臣が関与す

ることが将来的に想定されるという話になりますね。そうすると、 日本の大学院制度の

あり方が根本的に変わってくるということになるんですよ。そのことについては大臣は

どういうふうにお考えですか。

○遠山国務大臣 専門職大学院一般としましては、 これは私は、大学制度の中できっちり
（

大学における学問の自由なり大学人の発想をもとに進められていくべ立置づけられて

きものだと思います。

一方で、法科大学院につきましては、これは、すぐれた法曹を養成していくということ

で、三権分立の中の一権の非常に大事な分野に携わる方でございますので、法曹につい

ての将来を考えておられる法務大臣としっかり連携をしながら、 日本の国家の骨格の一

つである法曹というものがしっかりしたものになるように連携協力をしてやっていくと

いうことでございます。

したがいまして､そのほかのことについて特に各省と何かというようなことはございま

せんで、私どもとしては、それは、それぞれの大学がそれぞれの目標それからカリキュ

ラム等をみずからの 階想と力量においてつくっていただく その大学のあり方の基本は

変えないつもりでございます。(＝

(参考4）平成14年11月8日法務委員会

○山花委員法科大学院というのは、これは大学院、高等教育ですから、恐らく憲法二十

三条の保障があって、大学の自治、学問の自由が保障されてということになるんだと思

います。…当然大学の自治なり何なりというのは保障されなければいけないと思います

が、一方で、ここは悩ましいところだと思うんですけれども、そうやって教授の自由と

いうものを保障してしまうと 攻育内容で、果たしてこの二年なり三年とい で本う期階

当に司法試験に合格できるようなことを教えられるのか、そ ういう担保があるのか、こ

ういうことを非常に私は懸念しているんです…

2



○森山国務大臣なかなか難しい御質問でございますが、現在御審議いただいております

連携法におきましては、法曹養成の基本理念といたしまして、 法科大学院の教育につい

て、少人数による密度の高い授業によって1法曹に必要な学識、能力等を酒養するため

の理冒'､： ‐ ’ ： よ教＝を体系的 境格プ成績評価 修了認定を行う ことな

どを定めた上で 法科大学院を設置する大学においても、このような基本理念にのっと

って法科大学院の教育の充実に努めるもの としております。

ですから、先ほどおつしやいましたその学問の自由というのとちょっとまた種類の違う

話でございますが、法科大学院というのは、今申し上げたような考え方あるいはそうい

う理念にのっとってつくられるものとなっておりまして、先ほどもお話が出ておりまし

た票

適格両刃 イ丁フ わけて 携大臣 確保の
（

めに文部科学大臣に意見を申し上げる機会を与えられているわけでございますし、 これ

法科大学院における教育水準の維持向上が図られるものというふうに考えらを通じて

ております。

以上に加えまして、 法科大学院の教育については実務法曹が積極的にかかわるというこ

とになっておりまして、そのようなことによって 法科大学院における法曹養成のため

というふうに考えの教育の妥当′件西 7〕力x1掴ｲ黒

ております。

（

■(直通)■■■(携【担当課長】高等教育局専門教育課長ノj蝿泰弘（内線）

3



露頭
1 ．法曹養成連携協定の具体的な内容は、法学部と法科大学

院との協議の上で定められるものでありますが、

①協定によって創設される連携法曹基礎課程（法曹コー

雪君

6理由は何か。

ス）は、プロセスとしての法曹養成制度の中核である法

科大学院における教育を支えるものであり、その修了生
の多くが法科大学院に進学することが見込まれるなど、

協定の内容は法曹養成に重要な影響を及ぼすこと

（

②多くの法曹志望を有する学生が、安心して、法曹コース

･法科大学院を経て法曹を目指すことができる環境を整

ユゑ、という政策目標を達成するためには､協定の内容
が信頼できることを担保する必要があること

から、協定の内容が適当であることを文部科学大臣が認定

し、制度の安定的かつ円滑な運用を確保することとしてお

ります。
〔

2認定に当たっては、 協定が法曹コースと法科大学院と

の円滑な接続を図るものとなっている粒を確認すること
となりますが､国として特定の教育内容を強制するもので

はな<、学問の自由には抵触しないと考えております。

(参考）認定に当たっては、法曹コースにおける教育課程も確認するが、あくまで、連携先の法科

大学院における教育との円滑な接続のために問題はないか、 という観点から確認するものであ

り、国が特定の教育内容を定めて、その内容を教授することを求めるものではない。

■値通)■■■|■､ (携【担当課長】高等教育局専門教育課長4蝿泰弘（内線）

4



更問2法科大学院の教育内容について詳細を法定す

ることは、学問の自由に抵触するのではないか。

1 .連携法及びこれに基づく設置基準において教育内容に係
る規定を設けること(注')については、

①改正内容は､個々の科目について特定の事項の教育を強

制するものではなく、あくまで、大まかな科目群ごとの

必修単位数など、目的を達成する上での最低限の内容を
予定していること

(“
②設置基準において教育内容を規定することについては、

同様の事例として、
ること

専門職大学設置基準(注2） が存在す

などから、 学問の自由には抵触しない と認識しています。

．ま

であ

た、法科大学院は、法曹養成に特化した専門職大学院

り、その課程の修了者等に司法試験の受験資格が与え

られるという特別な役割を有しており、 このような位置付

けを踏まえても、 法曹養成教育の水準の維持・向上の観点

､教育内容について一定の基準を規定することが必要から
(‐ であると考えてい ます。

姓1）連携法・設置基準の規定

○連携法第4条の規定内容

・法曹となろうとする者に必要とされる学識・能力（司法試験で問われる学識等）

・弁論能力や実務の基礎的素養など将来の法曹としての実務を見据えて酒養すべき学識・能力

・素養 を規定。

○専門職大学院設置基準（文部科学省令）で規定する予定の内容
・修了に必要な単位数を以下の科目群（現在は告示において規定）ごとに規定。

【法律基本科目】憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分

野の科目

陛律実務基礎科目】法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野
の科目

【基礎法学・隣接科目】基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目

【展開・先端科目】先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科

目であって、法律基本科目以外のもの

5



(注2）設置基準における教育内容に係る規定

○専門職大学設置基準（平成29年文部科学省令第33号）の規定内容は以下のとおり。
（専門職大学の授業科目）

第十三条専門職大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。

一基礎科目 （生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成するための授業科目をいう。 ）

二職業専門科目（専攻に係る特定の職業において必要とされる理論的かつ実践的な能力及

び当該職業の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授業科目をいう。 ）

三展開科目 （専攻に係る特定の職業の分野に関連する分野における応用的な能力であっ

て、当該職業の分野において創造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授

業科目をいう。 ）

四総合科目 （修得した知識及び技能等を総合し、専門性が求められる職業を担うための実

践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授業科目をいう。 ）

（卒業の要件）

第二十九条専門職大学の卒業の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一専門職大学に四年以上在学すること。

二百二十四単位以上（基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ二十単位以上、職業専門科

目に係る六十単位以上並びに総合科目に係る四単位以上を含む。 ）を修得すること。

三実験、実習又は実技による授業科目 （やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十

分にあげることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目）

に係る四十単位以上を修得すること。

四 （略）

（

○他の事例として、平成3年の大綱化以前の大学設置基準の規定内容は以下のとおり。
（卒業の要件）

第三十二条卒業の要件は、大学に四年以上在学し、次の各号に定める単位を含め、百二十四単

位を修得することとする。

－一般教育科目については、人文、社会及び自然の三分野にわたり三十六単位

二外国語科目については、一の外国語科目八単位

三保健体育科目については、講義及び実技四単位

四専門教育科目については、七十六単位

2．3 （略）

(＝

【担当課長】鰐教育局朝鮪課長》,幡郷(内線)■値通)■■■■■(携荊|■■■■
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厨面府蓼署刀
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

山添拓氏（共産）

問9連携法案第6条において、法曹コースの教育課程の編成、

成績評価の基準､法科大学院の入学選抜の方法について、法律

上の要件とした理由如何。

（議員は、認証評価などで現場を縛る中で、今回学部まで広げ

ることは、大学の自治との関係が歪むのではないかとの問題

意識。 ）

（
(答）

1 ．今回の改正案では、連携法第6条第2項において、 「法曹養成

連携協定」の中で、

①連携法曹基礎課程（法曹コース）における教育課程の編成

（第2号）

②法曹コースにおける塵績評価の基準（第3号）
③法曹コースを修了して連携先の法科大学院に入学しようとす

る者を対象とする入学者選抜の方法（第5号）

などについて定めるよう、規定しております。

2このような規定を設けた理由ですが、法曹コースは、修了生の

多くが法科大学院に進学することが見込まれるなど、法科大学院

（

教育を支えるものとして法曹養成プロセスにおいて重要な役割

を担うものであることから、 法曹コースにおける教育の質の担偶

に必要であるや

これらの事項について、協定において定めることとしたところで

す。

3． また、法曹コースに進学する学生は、 ‘明確な法曹志望を有して
いることが想定されますが、 法曹コースにおいて法科大学院とし

つかりと連携した教育 を受けた上で、法科大学院に進学・修了し

司法試験に合格できるようにすることは、量うした学生のニーズ
に応えるものであると考えております。

1



（参考）連携法改正案（抄）

（法曹養成連携協定の締結等）

第六条法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための

課程を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施及び当該法科大学院における教育との

円滑な接続に関する協定(以下「法曹養成連携協定」 という。 ）を締結し、当該法曹養成連携協定

が適当である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。

2 r〕を、唾、0
○

一法曹養成連携協定の目的となる法科大学院(以下「連携法科大学院」 という。 ）及び当該連

携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程(以下この条において｢連

携法曹基礎課程」 という。 ）

二連携法科大学院の入学者に求められる基礎的な学識及び能力を修得させるために必要な教

育を行うための連携法曹基礎課程における教育課程の編成その他の連携法科大学院における

教育と連携法曹基礎課程における教育との円滑な接続を図るために必要な措置に関する事項
(

四 連携法曹基礎課程における教育の実施のために必要な連携法科大学院を設置する大学の協

力に関する事項

五連携法曹基礎課程を修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者〕

抜の方法

六法曹養成連携協定の有効期間

七法曹養成連携協定に違反した場合の措置

八その他必要な事項

3文部科学大臣は、第一項の認定に係る申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認

定をするものとする。

一連携法科大学院を設置する大学が、当該連携法科大学院の教育課程、教員組織その他教育

研究活動の状況(以下単に「教育研究活動の状況」 という。 ）について、学校教育法第百九条

第六項に規定する適合認定を受けていること。

二連携法曹基礎課程を修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選

抜に関し、文部科学省令で定めるところにより、連携法曹基礎課程における科目の単位の修

得の状況を踏まえ、入学者の適性の適確な評価に配慮した公平な入学者選抜を行うこととさ

れていること。

三法曹養成連携協定に違反した場合の措置その他の法曹養成連携協定の内容が、連携法曹基

礎課程の学生の不利益とならないよう配慮されたものであること。

四前二号に掲げるもののほか、連携法科大学院における教育と連携法曹基礎課程における教

育との円滑な接続に資するものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであるこ

と。

4文部科学大臣は、第一項の認定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該認

定に係る法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。

（

■(直圃■■■(携帯)■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長ノl蝿泰弘（内線）
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更問1 法曹コースの導入によって、法学部教育は法科大学院

に従属するものとなるのか。

(答）

1 .法学部と法科大学院が連携するかどうかについては､両者が

協議した上で決定することであり、渉科大学院側の意向のみに
よって決まるものでは＆ りません。

2． また、法学部と法科大学院が連携することとなった場合、法

（ 曹コースにおいては、 連携先の法科大学院における教育に円滑
自
一、

金
、
、力すまりあく力要必るす一

であると考えております。定程度lE

法曹コースはあくまで法学部の一音3．なお、 であり、法曹コー

スの導入後においても、法学部における多様な学修は継続され

るものと認識しております。

(‐

■(直通)■■■■､ (携帯)■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長ノj幅泰弘（内線）

3
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更問2法曹養成連携協定について、文部科学大臣の認定に係

らせる理由は何か。学問の自由や大学の自治に抵触するので

はないか。

(答）

1 ．法曹養成連携協定の具体的な内容は、法学部と法科大学院との

協議の上で定められるものでありますが、

①協定によって創設される連携法曹基礎課程（法曹コースLは、

プロセスとしての法曹養成制度の中核である法科大学院にお
（

ける教育を支えるものであり、 その修了生の多くが法奉 大学院

に進学することが見込まれるなど、

要な影響を及ぼすこと

②多くの法曹志望を有する学生が、 §多くの法曹志望を有する学生が、安

協定の内容は法曹養成に重

心して、法曹コース・法科

大学院を経て法曹を目指すことができる環境を整える､という
政策目標を達成するためには、 協定の内容が信頼できることを

担保する必要があること

から、協定の内容が適当であることを文部科学大臣が認定し、劃

度の安定的かつ円滑な運用を確保することとしております。

<←
2．認定に当たっては、 協定が､,法曹コースと法科大学院との円潅

三

まりなとと一」るす認確を

抓
一

(参考）認定に当たっては、法曹コースにおける教育課程も確認するが、あくまで、連携先の法科

大学院における教育との円滑な接続のために問題はないか、 という観点から確認するものであ

り、国が特定の教育内容を定めて、その内容を教授することを求めるものではない。

■値通)|■■■､ (淵■■■■■
庫闇涜~刺

【担当課長】高等教育局専門教育課長ノ｣蝿泰弘（内線）
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更問3制度上は国として特定の教育内容を強制しないとして

も、実態としては、法学部教育が法科大学院教育に引きずら

れて改変されることを促進するものであり、学問の自由や大

学の自治を歪めるのではないか。

(答）

1 ．今回の改正後においても、遡本皇瞳主星瑳立ゑ血篁二皇望食
い工、法学部教育の在り方について、当該法学部を設置する大学
の自主的な判断によって決定されるべきことには変わりありませ

ん。（

2また、法曹コースを設置した場合であっても、法曹コースにお

ける教育内容は､法学部と法科大学院との間で協議を重ねた上で、
最終的には法学部側の権限と責任によって決定するものであり、

法科大学院側の一存で》 &まるものではなく、 法曹コースの制度化

は、学問の自由や大学の自治を歪めるものではなしﾕと認識してお

ります。

3．なお、塗曹を志望する学生の立場を考えれば、教育課程や入学
(〃 法曹コースと連携先の法科大学院との円潅者選抜の方法の点で、

各法学部において、な接続が担保されていることも重要であり、

学生のニーズなどを踏まえ法曹コースの導入を含む教育の在り

方について検討いただきたいと思います。

【担当課長】高等教弱専門教育課長,,幡秘(内線)■(直通)■■■(携帯) |■■■
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更問4法科大学院の教育内容について詳細を法定すること

は、学問の自由や大学の自治に抵触するのではないか。

(答）

1 ．連携法及びこれに基づく設置基準において教育内容に係る規定

を設けること(注1)については、

①改正内容は、個々の科目について特定の事項の教育を強制する

大まかな科目群ごとの必修単位数なものではなく、あくまで、

ど、目的を達成する上での最低限の内容を予定 していること

②設置基準において教育内容を規定することについては、同様の(．
が存在すること事例として、

■■■■■■■■■■■■

専門職大学設置基準（注2

学などから、

ます。

亜更

と認識してい引こ'ま枇日WL
■■■■■■■■

‐
Ｉ
）
Ⅱ
可
Ｉ
、
畠
４
〃

》
》

化特に成養

一
一

壷
日法丸

に
り

Ｉ
等
お

鞭
猪
Ⅸ

漱
鵬
鮪

悩
程
た
課
ま
の
・
そ

〆
Ｅ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

また、法科大学院は、法曹養成に特化し

その課程の修了者等に司法試験の受験資格

別な役割を有しており、このような位置付

の基準を規定することが必臺であると考え

た専門職大学院であり、

が与えられるという特

けを踏まえても、法曹
吉内容について一

ています。

(〆
(注1）連携法・設置基準の規定

○連携法第4条の規定内容

・法曹となろうとする者に必要とされる学識・能力（司法試験で問われる学識等）

・弁論能力や実務の基礎的素養など将来の法曹としての実務を見据えて酒養すべき学識・能力

・素養 を規定。

○専門職大学院設置基準（文部科学省令）で規定する予定の内容
・修了に必要な単位数を以下の科目群（現在は告示において規定）ごとに規定。

【法律基本科目】憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分

野の科目

【法律実務基礎科目】法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野

の科目

【基礎法学・隣接科目】基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目

【展開・先端科目】先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科

目であって、法律基本科目以外のもの

6
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(注2）設置基準における教育内容に係る規定

○専門職大学設置基準（平成29年文部科学省令第33号）の規定内容は以下のとおり。
（専門職大学の授業科目）

第十三条専門職大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。

一基礎科目 （生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成するための授業科目をいう。 ）

二職業専門科目（専攻に係る特定の職業において必要とされる理論的かつ実践的な能力及

び当該職業の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授業科目をいう。 ）

三展開科目 （専攻に係る特定の職業の分野に関連する分野における応用的な能力であっ

て、当該職業の分野において創造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授

業科目をいう。 ）

四総合科目 （修得した知識及び技能等を総合し、専門性が求められる職業を担うための実

践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授業科目をいう。 ）

（卒業の要件）

第二十九条専門職大学の卒業の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一専門職大学に四年以上在学すること。

二百二十四単位以上（基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ二十単位以上、職業専門科

目に係る六十単位以上並びに総合科目に係る四単位以上を含む。 ）を修得すること。

三実験、実習又は実技による授業科目 （やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十

分にあげることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目）

に係る四十単位以上を修得すること。

四 （略）

（

○他の事例として、平成3年の大綱化以前の大学設置基準の規定内容は以下のとおり。

（卒業の要件）

第三十二条卒業の要件は、大学に四年以上在学し、次の各号に定める単位を含め、百二十四単

位を修得することとする。

一一般教育科目については、人文、社会及び自然の三分野にわたり三十六単位

二外国語科目については、一の外国語科目八単位

三保健体育科目については、講義及び実技四単位

四専門教育科目については、七十六単位

2．3 （略）

(／

【担豐課長】高等教弱専門鮪課長小幡軸(内線)■､値通)■■■■､ (淵■■■
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厨天国
令和元年6月18日 （火）参・文教科学委員会

山添拓氏（共産）

蕊蕊
（答）

1 ．平成13年の司法制度改革審議会意見害においては、こ

れまでの大学における法学教育について､塗律実務との乖
離等を指摘され、 「産科大学院の教員は、将来的に、坐皇
<とも実定法科目の担当者については法曹資格を持つこ

h升弍.零

四J－ロー〃＝‐Up

あ届の一閃で

■■ 巾什÷めゐ。このC

｜一芸目

一一一

謂薯士〃しI＆今壬切壬9I

巨法の分野を究めたい研究者忌

去分野の履修が必要な法曹コー

筐学を課すことは、研究者の韮

まるとの認識。 ）巽択する3

（

(峰…
とが期待されるl と提言されました。

2しかしながら、各大学院においては、法科大学院進学者

が減少してきた事情もあり、現時点では、 （先程、政府参

考人が答弁したとおり）法学研究科の博士課程への進学に
当たって､産科大学院を経由している者に限定している大
学は把#呈しておりません

灰買扇~引

1



3．また、研究者を志望する学生は、希望する専門分野、自

身の興味関心に応じて、法学部において、法曹コース以外

も含めて適切なコースを選択することができることから、

連携法曹基礎課程（法曹コース）の設置により、ますます

研究者養成が困難になるという指摘は当たりません。

（

(内線)■値通)■■■､ (淵■■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘

(一

2


